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令和６年度公正取引委員会調達改善計画の上半期自己評価結果（概要） 

 

令和６年１１月８日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

１ 重点的な取組 

(1) トータルコストを重視した調達の検討 

当委員会が現在利用しているアナログ回線を利用するＰＢＸ（構内交換機）

及び電話網について、令和７年度予定されている新庁舎移転に先立ち、庁内

ＬＡＮを利用するクラウド電話に更新することとし、これを新規に調達した

（利用は令和６年１０月から順次開始）。これは、新庁舎にそのままＰＢＸ

及び電話網を移設すると、既に耐用年数を大幅に超えているＰＢＸの更新及

び電話網の構築に多額の費用が見込まれることに加え、業務の利便性向上、

内線増設時等の職員の事務負担軽減なども考慮したことによるものである。

また、クラウド電話の導入により、テレワーク環境下でも通信手段が確保さ

れることから、既存の携帯電話の契約見直しを行い、次年度は、携帯電話の

契約数を大幅に削減することとした。 

構内交換機、複合機以外の庁舎内のインフラ（事務機器等）についても、

引き続き、利用状況等の変化に応じて調達内容を見直すとともに、購入価格

のみにとらわれず、調達後の運用・維持管理に要する費用を含めたトータル

コストを重視して、計画的に経済性の高い調達を行うよう努める。 

 

(2) 情報システム調達の改善 

情報システム調達については、当委員会内の情報システムに関する調整、

予算、調達等を統括する「ＰＭＯ」と呼んでいる全体管理組織が、各課室の

調達案件の概要を把握するとともに、事業者からの提案や積算内容を確認す

るなどして、調達方針の検討に関与した。特に、当委員会ホームページシス

テムの運用支援業務については、複雑化した業務の効率化を図る観点から専

門の事業者に外注することとしたところ、この調達に当たっては、当該シス

テムの設計・開発を行った事業者であるという理由のみで随意契約とするの

ではなく、仕様内容の履行が可能な複数の事業者の入札参加可能性を判断す

ることを目的とし、情報システム調達としては当委員会で初めて公募手続を

実施した。 

このように、案件によっては、既存の事業者以外の事業者からの調達が可

能な場合があることが改めて判明したことから、引き続き、案件の特性を考

慮の上、既存の事業者以外の事業者の入札参加可能性を判断するなど、競争
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性の確保に努め、更なる改善策の検討を進める。 

 

２ 共通的な取組 

(1) 調達改善に向けた審査・管理の充実 

入札公告は、原則入札の１５日前に実施するよう努めたところ、令和６年

度上半期に契約した入札４６件全てにおいて入札期限の１５日前に公告を

実施することができた。 

このほか、案件ごとに、履行期間又は納期が十分に確保できているかなど

について検討し、前年度と比較可能な１０件のうち７件（７０％）で履行期

間又は納期を前年度より長くしたところ、当該７件中１件（１４．３％）で

入札参加業者数が増加した。また、契約期間が年間の案件など、履行期間を

変更できない案件については、前年度と比較可能な１４件のうち８件（５７．

１％）で、入札公告から契約開始までの準備期間を前年度より長くしたとこ

ろ、当該８件中３件（３７．５％）で入札参加業者数が増加した。 

 

(2) 調達事務のデジタル化の推進 

令和６年度上半期に契約した入札４６件について、全ての入札でＧＥＰＳ
1を利用して入札公告を行うとともに、ＧＥＰＳの電子入札機能による入札

参加を可能とした。 

この結果、本局の入札案件において、電子入札率2は、前年同時期の９０．

２％から９３．５％に向上し、電子契約率3は、前年同時期の５６．８％から

５６．５％とほぼ横ばいであった。また、令和６年度上半期において、地方

事務所の入札案件が２件発生したことから、ＧＥＰＳを利用して電子入札を

実施したが、２件とも地元事業者以外の入札参加事業者はなかった。 

なお、地方事務所の入札案件において、電子入札率は、前年同時期と同様

に１００％を維持したが、電子契約率は、前年同時期と同様に０％であり、

変化が見られなかった。 

 

以上 

                             
1  ＧＥＰＳとは、政府機関（府省等）が共同利用するシステムテムで、政府が行う「物品・役務」及び「一

部の公共事業」に係る調達手続きをインターネット経由で電子的に行うシステムである。 
2  電子入札率＝電子応札案件数/電子入札案件数のことである。また、「電子入札案件数」は、入札案件数

のうち、電子入札が可能な件数（紙と電子の混合を含む。）のことであり、「電子応札案件数」は、開札さ

れた入札案件のうち、電子入札を行った民側利用者が１社以上存在する案件数のことである。 
3  電子契約率＝電子契約案件数/電子応札案件数＋電子入札によらない電子契約数のことである。また、

「電子契約案件数」は、契約確定件数（ただし、入札案件に限る。）のうち、契約書又は請書を電子で実

施した案件数のことであり、「電子入札によらない電子契約数」は、電子契約のうち、電子入札を行わず

に電子契約を実施した件数（電子契約案件数の内数）のことである。 



重点的な取組、共通的な取組

（原則、定量的に記載）
目標達成
予定時期

定量的 定性的

○ トータルコストを重視した調達の検討

庁舎内のインフラ（事務機器等）に
ついて、利用状況等の変化に応じ
て調達内容を見直すとともに、購
入価格のみにとらわれず、調達後
の運用・維持管理、収納・保管費
用等に要する費用を含めたトータ
ルコストを重視して、計画的に経
済性の高い調達を行う。

令和７年度に本局の庁舎移転
を予定していることから、庁舎
移転前から移転後の運用・維
持管理等を見据えて調達内容
等を検討することは、調達改善
の余地が大きいと考えられる
ため。

A R5

庁舎移転を見据えた調達
及び不用な個人文書や物
品等の削減を行い、庁舎移
転の際の引っ越し費用を含
むトータルコストを削減す
る。

Ｒ７ Ａ＋ Ｒ６

　当委員会が現在利用しているアナロ
グ回線を利用するＰＢＸ（構内交換機）
及び電話網について、令和７年度予定
されている新庁舎移転に先立ち、庁内
ＬＡＮを利用するクラウド電話に更新す
ることとし、これを新規に調達した（利用
は令和６年１０月から順次開始）。これ
は、新庁舎にそのままＰＢＸ及び電話網
を移設すると、既に耐用年数を大幅に
超えているＰＢＸの更新及び電話網の
構築に多額の費用が見込まれることに
加え、業務の利便性向上、内線増設時
等の職員の事務負担軽減なども考慮し
たことによるものである。また、クラウド
電話の導入により、テレワーク環境下
でも通信手段が確保されることから、既
存の携帯電話の契約見直しを行い、次
年度は、携帯電話の契約数を大幅に
削減することとした。

Ａ

・クラウド電話の調達コストがPBXの
更新及び電話網を構築した場合より
も大幅に下回った。
・増員等による内線電話の増設及び
移設等に必要な作業（外部委託）が
不要になった。
・本局・地方事務所間の拠点間通信
が内線化されること及び携帯電話の
契約数の削減により通信費の削減
が見込まれる。
・災害時有線電話については、クラ
ウド電話環境では利用できないた
め、別途整備した。

・増員等による内線電話の増設及び
移設等に必要な作業（外部委託）を
行うための会計室・関係課室職員の
取りまとめ及び立会いの事務負担が
なくなった。

Ｒ６

・クラウド電話を調達することに
より、主にテレワーク時用の携
帯電話が不要になるなど、今後
も、同様に技術革新によって不
要になる役務が発生することも
考えられるため、重複する役務
がないか定期的に見直しをして
いく必要がある。

電話、複合機以外の庁舎内のイ
ンフラについても、引き続き、利
用状況等の変化に応じて調達
内容を見直すとともに、トータル
コストを重視して、計画的に経済
性の高い調達を行うよう努める。

○ 情報システム調達の改善

・情報システム調達については、
当委員会内の情報システムに関
する調整、予算、調達等を統括す
る全体管理組織（以下「ＰＭＯ」と
いう。）が積極的に関与して、調達
の仕様及び方式を検討するととも
に、事業者からの提案や積算内
容を評価することによって、調達
方法の改善策を講じていく。
・また、予算要求段階から、ＰＭＯ
が重複投資の排除や機能の統廃
合等の調整を行う。

A R４

情報システム調達に関する
予算要求から調達までの
一連の流れにおいて、ＰＭ
Ｏの局内へのガバナンスを
強化することにより、契約
方式や調達価格の適正性
を確保する。

継続 Ａ Ｒ４

・情報システム調達については、Ｐ
ＭＯ（デジタル統括アドバイザー及
び情報システム室の一部担当者を
構成員に含む）が、各課室の調達案
件の概要を把握するとともに、必要
に応じて調達前後に開催する打合
せに参加して事業者からの提案や
積算内容を確認するなどして、調達
方針の検討に関与した。

・情報システム調達に関する令和７
年度の予算要求においては、ＰＭＯ
が担当課室の作成した積算の妥当
性等を確認し、当委員会のシステム
予算全体での調整を行った上で決
定した。

Ａ ――

・当委員会ホームページシステムの
運用支援業務については、複雑化し
た業務の効率化を図る観点から専
門の事業者に外注することとしたと
ころ、この調達に当たっては、当該シ
ステムの設計・開発を行った事業者
であるという理由のみで随意契約と
するのではなく、仕様内容の履行が
可能な複数の事業者の入札参加可
能性を判断することを目的とし、情報
システム調達としては当委員会で初
めて公募手続を実施した。

・これまで単年度での契約更新を
行ってきたインターネット接続等の役
務提供契約４件について、過去の随
意契約審査委員会での検討もふま
え令和６年度予算に国庫債務負担
行為として計上し、複数年度契約に
変更した。

年間

情報システム調達に係る契約の
更新については、案件によって
既存業者以外の入札参加可能
性を判断するなど、競争性の確
保について常に意識する必要が
ある。

引き続き、案件の特性を考慮の
上で既存業者以外の事業者の
入札参加可能性を判断するな
ど、競争性の確保に努め、更な
る改善策の検討を進める。

【競争性の確保などに向けた取
組】
・公告期間を十分に確保する。
・案件ごとに仕様書の内容を検証
し、履行期間を十分に確保すると
ともに、必要に応じて仕様書で示
す条件等を変更する。

前年度と比較可能な入札
案件について、新規事業者
が応札する案件の割合を
増加させる。

Ａ Ｒ４

・公告は、原則、入札の１５日前に
実施して、契約内容を十分に周知
し、多数の競争参加者を得るよう努
めた。

・案件ごとに、仕様書の内容を検証
するとともに、履行期間が十分に確
保できているかなどについて検討し
た。
　また、年間契約など、履行期間を
変更できない案件については、公告
時期を早め、公告から契約開始日
までの準備期間を十分に確保する
よう努めた。

Ａ

・令和６年度上半期に契約した入札
４６件全てにおいて入札の１５日前に
公告することができた。

・履行期間については、前年度と比
較可能な入札１０件のうち７件（７
０％）で履行期間又は納期を前年度
より長くしたところ、当該７件中１件
（１４．７％）で入札参加業者数が増
加した。
　また、履行期間を変更できない案
件については、前年度と比較可能な
入札１４件のうち８件（５７．１％）で準
備期間を前年度より長くしたところ、
当該８件中３件（３７．５％）で入札参
加業者数が増加した。

―― 年間

【一者応札案件等の改善に向けた
取組】
・前回一者応札となった案件につ
いて、チェックリストを活用した事
前審査を行う。
・今回一者応札になった案件につ
いて、入札不参加事業者からヒア
リングを行い、要因を分析する。
・継続して一者応札となった案件
及び再度一者応札となった案件に
ついては、契約監視委員会に諮
り、外部有識者の知見を活用して
事後審査を行う。

前回一者応札となった事情
を分析し、適切な対策を講
じることで、競争契約にお
ける一者応札の割合を減
少させる。

Ａ Ｈ２５

・令和６年度上半期は、前回一者応
札となった案件と同種の一者応札と
なった案件が１件あった。今後、一
者応札となった要因について分析す
るとともに契約監視委員会に上程し
検討する予定である。

・令和６年度上半期に契約した入札
のうち、一者応札となった案件につ
いては、入札説明書等を入手したも
のの応札しなかった入札不参加事
業者のうち協力を得られた事業者
からヒアリングを実施し、一者応札と
なった要因を分析した。

Ｂ

・一者応札の割合は、１５．２％（一
者応札件数：７件/入札件数４６件）
であり、昨年同時期の１４．３％（６件
/４２件）から微増した。
　なお、ヒアリングによって把握した
入札に参加しなかった理由として
は、「仕様内容は当社が参加できる
よう変更してもらったが、ＳＥなどの
構築のための体制が確保できな
かったため」、「提出期限を失念し、
期限内に書類提出が行えなかった
ため」などがあった。

―― 年間

【不落・不調となった個別案件の要
因分析】
・不落・不調となった案件について
は、入札参加業者からヒアリング
を行って要因を分析し、必要に応
じて仕様書で示す条件等を変更す
る。

Ｒ６
不落・不調となった案件に
ついては、要因を分析して
再発を防止する。

Ａ Ｒ６

・令和６年度上半期は、不落となっ
た案件が２件あった（２件とも不落随
契として契約）。不落となった２件に
ついて、最低価格で応札した事業者
（不落随契の契約先）からヒアリング
を実施し要因を分析した。

Ａ ――

・ヒアリングの結果、当該２件中１件は、
昨年度の落札金額を参考にしつつ価格
水準を引き上げようとして応札したもの
であった。また、別の１件は、入札参加
業者が電子入札で応札していたが、開
札時間に他の用務があり席を外してい
たため２回目以降の入札に参加できな
かったことによるものであった。

年間

不落・不調案件は、入札参加業
者側の要因により生じる場合も
あり、次年度の目標設定ではそ
のような観点からも検討する必
要がある。

引き続き不落・不調の場合の要
因分析を実施する。

これからもＧＥＰＳを積極的に活
用する。

・地方事務所でＧＥＰＳを利用し
て電子入札を実施するために
は、現状、本局会計室の職員が
出張して対応する必要がある。
しかし、地元以外の事業者が入
札に参加するという効果が前年
度に見られたことから、今後も、
費用対効果を検証しつつ、継続
して地方事務所で実施する入札
の電子化を推進していく必要が
ある。
・電子入札及び電子契約の利用
を高めるための入札提出書類
の変更が有効であることが確認
されたため、今後も入札方法に
ついての検討を行う。

年間

一者応札が継続した入札案件
が発生したため、当該案件の要
因分析とともに、引き続きチェッ
クリストを活用した事前審査、入
札不参加事業者へのヒアリング
による要因分析、契約監視委員
会を活用した事後審査を実施し
ていく必要がある。

他省庁における改善事例や行
政改革推進本部事務局の取
組、契約監視委員会での指摘を
踏まえつつ、引き続き、取組を実
施する。

・地方事務所の入札案件は、地方事
務所単位で見ると数年に１件程度し
かないため、各地方事務所にＧＥＰＳ
が利用できる環境を維持するコスト
などの問題があった。しかし、令和６
年度上半期は地方事務所の入札案
件が２件発生したため、当該地方事
務所の入札案件は、本局会計室の
担当者が出張することによって、ＧＥ
ＰＳを利用して電子入札を実施した。
　当該入札での入札参加者は地元
業者のみとなったものの過去の入札
では地元の事業者以外の参加も得
られており、電子入札が競争性の向
上に寄与していると思料しているた
め、引続き取組を進める。
・電子入札及び電子契約の利用を
高めるため、今年度実施する入札か
ら、紙入札を希望する場合は理由書
を提出することとした。

・令和６年度上半期に契約した入札４６
件は、全ての入札でＧＥＰＳを利用して
公告を行うとともに、入札説明書等をＧ
ＥＰＳからダウンロード可能とした。ま
た、全ての入札で、ＧＥＰＳの電子入札
機能による入札参加を可能とした。

・本局の入札案件において、電子入札
率は、９３．５％（電子応札件数：４２件/
電子入札案件数：４６件）であり、前年同
時期の９０．２％（３３件/４３件）から向
上した。また、電子契約率は、５６．５％
（電子契約案件数：２６件/電子応札案
件数（４６）＋電子入札によらない電子
契約案件数（０）：４６件）であり、前年同
時期の５６．８％（２１件/３７件）からほ
ぼ横ばいとなった。
　また、地方事務所においては、電子入
札率は前年同時期の１００％（１件/１
件）と同率（２件/２件）を維持したが、電
子契約率も前年同時期の０％（０件/１
件）と同率（０件/２件）であり変化が見ら
れなかった。

A Ｒ４
調達手続の電子化を推進
する。

継続 Ａ

・入札公告や入札説明書等について
は、ＧＥＰＳを使って調達ポータルに掲
載するとともに、ＧＥＰＳの電子入札機
能による入札参加を可能とすることに
よって、事業者の事務負担軽減に努め
た。

・地方事務所で実施する入札について
も電子化を推進する方法を検討し、令
和６年度上半期は地方事務所の入札
案件が２件発生したことから、当該案件
においてＧＥＰＳを利用して電子入札等
を実施した。

・電子応札で落札した事業者に対して、
口頭やメールによって電子契約を働き
かけた。

・見積書の提出については、原則、電
子メールとし、請求書等の提出につい
ては、契約業者が電子メールによる提
出を希望した場合、全て電子データで
受領した。

Ｒ４Ａ

Ｈ２５

継続

○ 調達事務のデジタル化の推進

・入札実施、契約書作成等に
GEPS（電子調達システム）を活用
する。
・地方事務所で実施する入札案件
も電子化を推進する。
・事業者に対して電子契約を働き
かける。
・見積書、請書、請求書等の電子
メールによる提出を可能とし、書面
により提出される場合も押印は不
要とする。

○ 調達改善に向けた審査・管理の充実 A

※１　難易度

A＋：効果的な取組
A　：発展的な取組
B　：標準的な取組

令和６年度の調達改善計画 令和６年度上半期自己評価結果（対象期間：令和６年４月１日～令和６年９月30日）

重点的
な取組

共通的
な取組

取組の項目 具体的な取組内容
重点的な取組の

選定理由
難易度

※１
取組の

開始年度

取組の目標 実施において
明らかとなった

課題等

今後の計画に反映する
際のポイント

※電子入札率、電子契約率の定義は下記のとおりとする（「オンライン利用率引上げの基本計画」（令和３年12月16日　デジタル庁）
等)。
電子入札率＝電子応札案件数÷電子入札案件数
・電子入札案件数:入札案件数のうち、電子入札が可能な案件数(紙と電子の混合も含む)
・電子応札案件数:開札された入札案件のうち、電子入札を行った民側利用者が１社以上存在する案件数
電子契約率＝電子契約案件数÷（電子応札案件数＋電子入札によらない電子契約案件数）
・電子契約案件数：契約確定案件数のうち、「契約書」または「請書」を「電子」で実施した案件数
・電子入札によらない電子契約案件数：電子契約のうち、電子入札を行わずに電子契約を実施した案件数（電子契約案件数の内数）

※２　進捗度

・A：（定量的な目標）目標進捗率90％以上
　　 （定性的な目標）計画に記載した内容を概ね実施した取組
・B：（定量的な目標）目標進捗率50％以上
　　 （定性的な目標）計画に記載した内容を部分的に実施した取組、または実施に向けて関係部局等（他府省庁、自府省庁内の他部局、地方支分部局等）との調整を行った取組
・C：（定量的な目標）目標進捗率50％未満
　　 （定性的な目標）何らかの理由によって計画に記載した内容が実施できなかった取組、または計画に記載した内容の検討を開始するまでにとどまった取組

実施した取組内容
進捗度

※２

取組の効果(どのようなことをして、どうなったか）
実施
時期

難易度
※１

取組の
開始年度

様式１



定量的 定性的

継続

　物品購入（７件）及び印刷製本（５件）に
ついてオープンカウンター方式による調
達を実施し、うち１件は令和５年度までに
受注実績のなかった事業者が契約者と
なった。

――

継続 ――

　令和５年度上半期に競争性のない随
意契約を行おうとした１１件について、随
意契約審査委員会を実施し、契約の適
否等について、事前審査を実施した。

継続 ――

　令和６年９月にオンライン形式により契
約監視委員会を開催し、令和５年下半期
に契約した調達案件のうち、外部有識者
３名が抽出した３件について、当該外部
有識者による検証を実施し、その結果を
ホームページ上で公表した。

継続

　令和６年７月に、オンライン形式によ
り、本局の各課室の総括係長や地方事
務所の総務係長等に新たに就いた職員
１７名を対象に、調達事務を含む予算執
行に関する基礎研修を実施した。
　また、令和６年９月に、ハイブリット形式
により、本局の各課室及び地方事務所で
調達業務に携わる４６名を対象に研修を
実施し、調達事務の基礎知識や公共調
達の適正化に関する当委員会の取組を
説明するとともに、当委員会が公表した
「官製談合防止に向けた発注機関の取
組に関する実態調査報告書」（報道発表
平成３０年６月１３日）及び「官公庁にお
ける情報システム調達に関する実態調
査について」（報道発表令和４年２月８
日）を再周知した。

　調達担当者向けのイントラネットを作成
して、これまで分散していた調達に関す
る情報を当該イントラネットに集約すると
ともに、左記２つの実態報告書のほか、
官製談合防止に向けた発注機関の取組
に関する実態調査報告書の参考資料と
して作成した「１分で分かる官談法」や
「理解度チェックリスト」を当該イントラ
ネットに掲載し、これら実態調査の結果
等を再周知した。

継続 ――

　公用車のETC料金については、本局及
び７地方事務所全てにおいて、引き続
き、クレジット決済を活用した。また、水
道料金については、クレジット決済が可
能な４地方事務所において、引き続き、
クレジット決済を活用し、支払手続の効
率化が図られた。

５　クレジットカード（法人カード）の活用
・　公共料金及び高速料金の支払にクレジット
カードを活用する。

４　調達事務担当者に対する研修等
・　会計室以外の職員を対象とした研修を行
い、調達事務に関する基礎知識の習得のほ
か、調達改善の取組等を紹介する。
・　調達事務のQ&Aや調達改善の取組に関す
る情報等をイントラネットに掲示し、会計室が把
握した情報を共有する。
・　以上の取組により、組織全体として調達改
善等の意識向上に努める。

その他の取組
調達改善計画

具体的な取組内容
新規
継続
区分

取組の効果
(どのようなことをして、どうなったか）

１　オープンカウンター方式の実施
・　費用対効果を考慮した上で、物品購入等に
ついて、オープンカウンター方式による調達を
積極的に実施する。

２　随意契約の事前審査の実施等
・　競争性のない随意契約のうち一定金額以上
のものについては、随意契約審査委員会にお
いて、契約の適否等について事前の審査を実
施する。

３　契約の事後検証の実施
・　契約監視委員会において、調達の手続、契
約の内容等について外部有識者による検証を
し、指摘事項に基づき調達を改善する。

令和６年度上半期自己評価結果（対象期間：令和６年４月１日～令和６年９月30日）

様式２



外部有識者の氏名・役職【　池谷修一（公認会計士）　】　　意見聴取日【　１０月３１日　】
意見聴取事項 意見等 意見等への対応

○トータルコストを重視した調達の検討
　トータルコストを重視した調達の検討について、課題が
的確に抽出されているか。また、今後の対応は十分かつ
適切なものか。

○公募の活用
　現在、一者入札が継続している案件についても入札可
能性を判断すべく公募手続が行えるか検討している。そ
のような案件を公募するのは妥当か。また、公募する場
合にどのような点に留意すべきか。

○調達事務のデジタル化の推進
　電子入札及び電子契約の利用を高め事務効率を図る
観点から、今年度から紙入札を希望する場合には入札
前に理由書を提出する変更を行っている。ただし、電子
入札等に対応していない事業者に対し電子入札等に対
応させるための事実上の強制とならないか懸念もある。
今後も電子入札等の利用を高めるための方策を検討す
る際にはどのような点に留意すべきか。

○トータルコストを重視した調達の検討
　昨年度の複合機の調達と同様に、庁舎の移動や機器の更新等に伴い、新たな機器
へのトータルコストによる検討は、業務の利便性向上、職員の事務負担軽減などたい
へん有用な取組と評価します。
　このような場合、機器等の更新に伴うメリット、デメリットの検討を、まずしっかり実施
(極力定量的に)すること。
　また、このような場合、新機器移設後の保守管理業務は外部委託されるのが通常
である。そこで移設後の状況管理部署を庁内に新設(兼務有り)し、外部委託機関から
管理データを定期的に入手し、前段の移設前予測データとの検証報告、新な課題、
問題点等の報告期間の設定が、導入時の一時的効果に留まらず、継続改善管理に
必須である。

○公募の活用
　PMOを編成し、必要に応じて打合せを実施、内容の検討により、当該システムの設
計・開発を行った事業者であるという理由のみで随意契約とするのではなく、仕様内
容履行可能な業者の参加可能性を検討出来る処まできたことは評価に値します。さ
らに進めて地道な成果を期待します。
　視点を転換して、当該システム設計開発業者でない入札者には、当該入札社のメ
リット、セールスポイント及びその実績の記載事項設置も有用かと思考します。

○調達事務のデジタル化の推進
　過去の入札で地元事業者以外の参加者もあったのは、地道な成果として評価出来
ます。
　一方で紙入札者も本局で43%横ばい、地方ではいずれも紙入札とのこと。ご指摘の
ように時間を掛けて進めていくことと思料します。
　目的はアカウンタビリティと透明性です。瑣末なことですが、「理由書」という表現は
紙入札は(当局としては)望ましくないのでその理由(言い訳)書のようにも感じられるお
それがあります。
　入札者の利便性をより向上する為の「アンケート」にご協力くださいの方がより良い
と思います。アンケートの意見に寄り添っていくことが電子入札率向上に繋がると思
います。

○トータルコストを重視した調達の検討
　今後、従来のＰＢＸ及びクラウド電話について、それぞ
れ調達した場合の調達費及び保守運用費等の比較を行
い、クラウド電話調達の利点及び課題等について検討す
る予定にしております。
　また、クラウド電話の保守管理業務に関しては、御意見
のように必要なデータを継続的に入手して課題等を蓄積
し、利便性向上や事務負担軽減など様々な面からも分析
するなどして今後の設備更新時に利用してまいりたいと
考えております。

○公募の活用
　公募による入札参加可能性調査における事業者側の
提出書類等については、御意見のような記載事項も含め
適切に検討してまいりたいと考えております。

○調達事務のデジタル化の推進
　ご意見のような理由書の取扱い、利便性向上のアン
ケート実施も含めて検討し、今後も調達事務のデジタル
化を推進してまいりたいと考えております。

外部有識者からの意見聴取の実施状況

（対象期間：令和６年４月１日～令和６年９月30日）

様式３



外部有識者の氏名・役職【　中村　豪（東京経済大学　経済学部教授）　】　　意見聴取日【　１１月１日　】
意見聴取事項 意見等 意見等への対応

○トータルコストを重視した調達の検討
　トータルコストを重視した調達の検討について、課
題が的確に抽出されているか。また、今後の対応は
十分かつ適切なものか。

○公募の活用
　現在、一者入札が継続している案件についても入
札可能性を判断すべく公募手続が行えるか検討し
ている。そのような案件を公募するのは妥当か。ま
た、公募する場合にどのような点に留意すべきか。

○調達事務のデジタル化の推進
　電子入札及び電子契約の利用を高め事務効率を
図る観点から、今年度から紙入札を希望する場合
には入札前に理由書を提出する変更を行っている。
ただし、電子入札等に対応していない事業者に対し
電子入札等に対応させるための事実上の強制とな
らないか懸念もある。今後も電子入札等の利用を高
めるための方策を検討する際にはどのような点に
留意すべきか。

○トータルコストを重視した調達の検討
　次年度からの携帯電話契約数の削減など、具体的なトータルコスト抑制の
あり方が見られ、適切な対応といえる。引き続き適用可能な事案を検討され
たい。

○公募の活用
　公募にすることで、受注可能な事業者の掘り起こしや、当該案件の円滑な
執行を目指す意図かと思われる。もともと競争性の低い案件である可能性が
高いとすると、金額の適正水準をできるだけ事前に把握することが必要だろ
う。

○調達事務のデジタル化の推進
　電子入札の方は現状でも90%を超える利用率となっており、相当程度普及し
ているといえる。理由書の提出を求めているということで、なおも電子入札に
対応しきれない事業者の実情を把握し、その対応策を考えることに理由書の
情報を活用することもありうるのではないか。

○トータルコストを重視した調達の検討
　今後、従来のＰＢＸを調達した場合の費用及び保
守運用経費と、クラウド電話の調達費及び保守運
用費等の比較を行い、クラウド電話調達の利点及
び課題等について検討する予定にしております。
　今後の取組事案の選定については適切に検討し
てまいりたいと考えております。

○公募の活用
　ご意見のとおり、公募の実施は、受注可能な事業
者の掘り起こし及び契約手続の透明性の確保を目
的として検討しております。また、適正水準での調
達価格の把握については、客観的なデータなどを
入手しつつ事業者の参考見積を検討するよう適切
な方策で行うよう検討してまいりたいと考えておりま
す。

○調達事務のデジタル化の推進
　ご意見のとおり、理由書に記載している事業者の
実情を把握して要因を分析することにより、今後の
対応を検討してまいりたいと考えております。



外部有識者の氏名・役職【　南島和久(龍谷大学　政策学部教授)　　】　　意見聴取日【　11月5日　】
意見聴取事項 意見等 意見等への対応

○トータルコストを重視した調達の検討
　トータルコストを重視した調達の検討について、課
題が的確に抽出されているか。また、今後の対応は
十分かつ適切なものか。

○公募の活用
　現在、一者入札が継続している案件についても入
札可能性を判断すべく公募手続が行えるか検討し
ている。そのような案件を公募するのは妥当か。ま
た、公募する場合にどのような点に留意すべきか。

○調達事務のデジタル化の推進
　電子入札及び電子契約の利用を高め事務効率を
図る観点から、今年度から紙入札を希望する場合
には入札前に理由書を提出する変更を行っている。
ただし、電子入札等に対応していない事業者に対し
電子入札等に対応させるための事実上の強制とな
らないか懸念もある。今後も電子入札等の利用を高
めるための方策を検討する際にはどのような点に
留意すべきか。

○トータルコストを重視した調達の検討
　順調に調達の見直しが進んでいるとのこと。トータルコストの削減額、ライフ
サイクルコストの削減額等もあわせて提示いただくとなおよい。緊急時回線の
確保についても触れていただきたい。

○公募の活用
　一者入札が続いている案件について入札可能性の判断を介在させるのは
よい方向と思われる。他方で、特命随契となった理由が明確となり、透明性が
向上するのであれば、他の方法でもよいのかもしれない。目的は透明性の向
上にあると思料。

○調達事務のデジタル化の推進
　電子入札に対応していない事業者を排除しかねない点が懸念されているよ
うだが、何を目的として電子入札及び電子契約に取り組むのかを整理する必
要があるのではないか。調達の透明性を向上させ、幅広い入札への参加を
得ることを目的とするのであれば、ロードマップを示すなど中長期的な取組と
して再整理する余地もあるのではないか。

○トータルコストを重視した調達の検討
　今後、従来のＰＢＸを調達した場合の費用及び保
守運用経費と、クラウド電話の調達費及び保守運
用費等の比較を行い、クラウド電話調達の利点及
び課題等について検討する予定にしております。
　緊急時回線については、災害時でも通信が可能
な災害時有線電話を確保する必要があったため、
別途整備しておりますので、取組の効果に追加して
記載いたしました。

○公募の活用
　ご意見のとおり、契約手続の透明性を向上させる
観点から、一者入札が継続している案件でも公募に
よる入札参加可能性調査を実施していくことを前提
に検討しております。公募以外の方法についても適
切な方法を今後も検討してまいりたいと考えており
ます。

○調達事務のデジタル化の推進
　ご意見のとおり、調達事務のデジタル化の推進に
ついては、引き続き事業者側のメリット（事務の効率
化、経費削減等）も含めて広報しつつ、まずは理由
書に記載している事業者の実情を把握して要因を
分析することにより、今後の対応を検討してまいり
たいと考えております。


